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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 8月 8日 (2006.8.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ に 対 し て 公 開 鍵 証 明 書 を 発 行 す る エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認
証 局 を 含 む ， 複 数 の 認 証 局 か ら 構 成 さ れ る 公 開 鍵 基 盤 に お い て ， 前 記 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ
が 操 作 す る エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 装 置 が 生 成 し た 署 名 の 検 証 に 用 い る ， 前 記 エ ン ド エ ン テ ィ
テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 が 発 行 し た 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 を ， コ ン ピ ュ ー タ が 確 認 す る 公 開
鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 で あ っ て ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ，
　 任 意 の 前 記 認 証 局 を 起 点 認 証 局 と し ，
　 任 意 の 前 記 起 点 認 証 局 と 前 記 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 と の 間 の 有 効 な パ ス
を デ ー タ ベ ー ス に 登 録 す る パ ス 登 録 ス テ ッ プ と ，
　 前 記 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 依 頼 を 受 け 付 け ， 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ れ て い る 情
報 を 用 い て ， 前 記 依 頼 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 を 判 断 し ， 前 記 判 断 結 果 を 出 力 す る 有
効 性 確 認 ス テ ッ プ と ， を 独 立 し て 行 い ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ， 前 記 パ ス 登 録 ス テ ッ プ に お い て ，
　 前 記 任 意 の 起 点 認 証 局 と 前 記 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 間 の パ ス を 検 索 す る
ス テ ッ プ １ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ １ に よ り 検 出 し た パ ス を 検 証 す る ス テ ッ プ ２ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ ２ に よ る 検 証 に 成 功 し た パ ス を ， 有 効 な パ ス と し て 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 登
録 す る ス テ ッ プ ３ と ， を 行 い ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ， 前 記 有 効 性 確 認 ス テ ッ プ に お い て ，
　 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 に て 特 定 さ れ る ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 依 頼 元 が ト ラ ス ト ア ン カ と
す る 起 点 認 証 局 か ら エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 ま で の パ ス が ， 前 記 デ ー タ ベ ー
ス に 登 録 さ れ て い る か ， を 調 べ る ス テ ッ プ ４ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ ４ に お い て ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス が ， 有 効 な パ ス と し て 前 記 デ ー タ ベ ー ス
に 登 録 さ れ て い る 場 合 は ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 は 有 効 で あ る
， と 判 断 し ， 当 該 判 断 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ ５ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ ４ に お い て ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス が ， 有 効 な パ ス と し て 前 記 デ ー タ ベ ー ス



に 登 録 さ れ て い な い 場 合 は ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス を 新 た に 検 索 す る ス テ ッ プ ６ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ ６ に お い て ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス を 検 出 し た 場 合 に ， 前 記 検 出 し た パ ス を
検 証 す る ス テ ッ プ ７ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ ７ に よ る 検 証 結 果 に 従 い ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明
書 の 有 効 性 を 判 断 し ， 当 該 判 断 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ ８ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ ６ に お い て 検 出 し 前 記 ス テ ッ プ ７ の 検 証 に 成 功 し た ， 前 記 パ ス を ， 有 効 な
パ ス と し て 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 登 録 す る ス テ ッ プ ９ と ， を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 で あ っ て ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ，
　 前 記 有 効 性 確 認 ス テ ッ プ の 前 記 ス テ ッ プ ６ に お い て ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス を 検 出 し な か
っ た 場 合 に ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 は 有 効 で は な い ， と 判 断 し
， 当 該 判 断 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ １ ０ を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 で あ っ て ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ，
　 前 記 パ ス 登 録 ス テ ッ プ の 前 記 ス テ ッ プ １ に お い て ，
　 検 出 し た パ ス を 構 成 す る 前 記 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 が 発 行 し て い る ， エ
ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 に 関 す る 失 効 リ ス ト を 取 得 す る ス テ ッ プ １ １ を 行 い ，
　 前 記 ス テ ッ プ ３ に お い て ，
　 前 記 ス テ ッ プ ２ ま た は ス テ ッ プ ７ に よ る パ ス の 検 証 に 成 功 し た 場 合 に ， 前 記 ス テ ッ プ １
２ に お い て 取 得 し た 前 記 失 効 リ ス ト を ， 当 該 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 が 発 行
し て い る 公 開 鍵 証 明 書 を 用 い て 検 証 す る ス テ ッ プ １ ２ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ １ ２ に よ る 検 証 に 成 功 し た 場 合 は ， 当 該 失 効 リ ス ト は 有 効 で あ る と 判 断 し
， 前 記 有 効 な パ ス と 前 記 有 効 な 失 効 リ ス ト と を 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 登 録 す る ス テ ッ プ １ ３
と ， を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 で あ っ て ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ，
　 前 記 有 効 性 確 認 ス テ ッ プ の 前 記 ス テ ッ プ ５ に お い て ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス が ， 有 効 な パ
ス と し て 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ れ て い る 場 合 は ，
　 前 記 特 定 さ れ る パ ス を 構 成 す る 前 記 エ ン ド エ ン テ ィ テ ィ 証 明 書 発 行 認 証 局 が 発 行 し て い
る 公 開 鍵 証 明 書 を 用 い て 、 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 の 署 名 検 証 を
行 う ス テ ッ プ １ ４ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ １ ４ に よ る 署 名 検 証 に 成 功 し た 場 合 に ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス に 対 応 づ け て
登 録 さ れ て い る ， 有 効 な 前 記 失 効 リ ス ト を 用 い て ， 当 該 公 開 鍵 証 明 書 が 失 効 し て い る か ど
う か を 調 べ る ス テ ッ プ １ ５ と ，
　 前 記 ス テ ッ プ １ ５ に お い て ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 が 失 効 し
て い な け れ ば ， 当 該 公 開 鍵 証 明 書 は 有 効 で あ る ， と 判 断 し ， 失 効 し て い れ ば ， 当 該 公 開 鍵
証 明 書 は 有 効 で は な い ， と 判 断 す る ス テ ッ プ １ ６ と ， を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ な い し ４ い ず れ か 一 に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 で あ っ て ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ，
　 前 記 有 効 性 確 認 ス テ ッ プ の 前 記 ス テ ッ プ ５ に お い て ，
　 前 記 デ ー タ ベ ー ス の 検 索 の 結 果 ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス が ， 有 効 な パ ス と し て 前 記 デ ー タ
ベ ー ス に 登 録 さ れ て い る 場 合 に ， 当 該 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 ， ま た
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は ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス に 含 ま れ る 他 の 前 記 認 証 局 が 発 行 す る 他 の 公 開 鍵 証 明 書 に ， 制 限
事 項 が 含 ま れ て い る か ど う か を 調 べ ，
　 前 記 制 限 事 項 が 含 ま れ て い る 場 合 は ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス が 前 記 制 限 事 項 に 反 し て い る
か ど う か ， を 調 べ ，
　 前 記 特 定 さ れ る パ ス が 前 記 制 限 事 項 に 反 し て い な け れ ば ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と
な っ た 公 開 鍵 証 明 書 は 有 効 で あ る ， と 判 断 す る ス テ ッ プ １ ７ を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ な い し ４ い ず れ か 一 に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 で あ っ て ，
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は ，
　 前 記 有 効 性 確 認 ス テ ッ プ の 前 記 ス テ ッ プ ５ に お い て ，
　 前 記 デ ー タ ベ ー ス の 検 索 の 結 果 ， 前 記 特 定 さ れ る パ ス が ， 有 効 な パ ス と し て 前 記 デ ー タ
ベ ー ス に 登 録 さ れ て い る 場 合 に ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 に ポ リ シ が 含 ま れ ， 当 該 有 効 性 確 認
依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 ま た は 前 記 特 定 さ れ る パ ス に 含 ま れ る 他 の 前 記 認 証 局 が
発 行 す る 他 の 公 開 鍵 証 明 書 の 内 容 が ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 に 含 ま れ る ポ リ シ を 満 た し て い
る か ど う か を 調 べ ，
　 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 ま た は 前 記 他 の 公 開 鍵 証 明 書 の 内 容 が
， 前 記 ポ リ シ を 満 た し て い る 場 合 に ， 前 記 有 効 性 確 認 依 頼 の 対 象 と な っ た 公 開 鍵 証 明 書 は
有 効 で あ る と 判 断 す る ス テ ッ プ １ ８ を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 有 効 性 確 認 方 法 。
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